
　　次の業務に関する質問に回答します。

委託業務名 ： Ｒ１都市　徳島東部都市計画区域他　徳島市他　都市計画基礎調査分析業務
路線名等 ： 徳島東部都市計画区域他
委託業務箇所 ： 徳島市他

番号 回　　答

①
前回の分析業務報告書については、閲覧はできませんが、受注者には、業
務の遂行上必要な資料であるため、貸与します。

②
アクセシビリティ分析は、「アクセシビリティ指標活用の手引き（案）」（国土技
術政策総合研究所都市研究部）に基づき、提供するデータにより実施してい
ただきます。
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質 問 回 答 書（第 １ 回 目）

質　問　事　項

前回の分析業務報告書について
平成２５年度の基礎調査結果についての分析業務報告書があれば、閲覧
は可能でしょうか。

都市計画基礎調査分析業務仕様書
第１０条 (1) 都市計画基礎調査関係資料の整理と可視化及び分析
「⑥公共交通利便性分析 イ 主要施設へのｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの分析を行う。」
についてアクセシビリティ分析は、「アクセシビリティ指標活用の手引き（案）
国土交通省」に基づき、提供いただいたデータにより実施するとの理解でよ
ろしいでしょうか。


